
 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

２０１２年１１月市議会臨時会開催概要 
 

本臨時会開催にあたり、市長の議案説明があり、11月12日会期１日で臨時会が開催されました。	 

簡単に臨時会の概要を報告します。	 
平成 24 年度桑名市一般会計補正予算について 

歳入歳出予算の補正 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 12,990 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 45,212,061

千円とする。 

補正予算が掛かった主な事業と補正金額  

                                                                       （単位:千円） 

費用 補正前額 補正額 補正額の財源内訳 補正額の事業内容 

総務費 0 12,990 一般財源 市議会議員選挙費 

 

議案第 89 号 

 桑名市手数料条例の一部を改正する条例 

 『都市の低炭素化の促進に関する法律』の施行に伴う手数料の設定です 

今回の改正理由 

 今回の手数料条例の一部改正は、『都市の低炭素化の促進に関する法律』の施行に伴い生じる低炭素建築物新築等計

画の認定事務にかかる手数料の額を設定し、地方自治法第227条及び228条に基づき条例に規定するものです。 

 また、上記改正に合わせ、桑名市手数料条例第８（長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の手数料）文言を、修

正します。 

報告第 24 号専決処分 和解及び損害賠償額の決定については、地方自治法第 180 条第１項の規定により専

決処分する 

１．損害賠償の義務の発生の原因となる事実 【長島輪中図書館】 （平成24年９月28日） 

   平成 23 年９月４日午前９時 30 分頃、長島輪中図書館において、大雨と強風で（事故当時大雨警報発令中）東側入り

口玄関前の滑り止めマットが飛散し、コンクリート面が現れ、水に濡れて滑りやすい状態となっていたため、来館者が同

玄関前で転倒し、左肘外側創傷及び左腰部を打撲し、負傷したものである。 

報告第 25 号 

１．損害賠償の義務の発生の原因となる事実 【長島学校給食センター】 （平成24年10月１日） 

   平成24年５月30日午前10時35分頃、桑名市長島町福吉地内において、長島学校給食センターの配送者が、伊曽

島小学校への学校給食の配送を終え、同校敷地から市道福吉都羅線に出るため、一時停止後、左右確認のうえ左折し

た際、市道福吉都羅線を走行中の普通乗用自動車と接触し、配送車の右前部と普通乗用自動車の左前部をそれぞれ

損傷したものである。 

報告第 26 号 

１．損害賠償の義務の発生の原因となる事実 【土木課】 （平成24年10月16日） 

   平成 24 年８月 25 日午前２時 39 分頃、普通乗用自動車が市道向山線を走行中、市所有の法面から倒れていた道路

上の樹木に車両左前部が衝突し、損傷したものである。 

桑名市議会ホームページが新しくなりました 

 

桑名市議会独自のホームページが11月５日完成しました。 

アドレスは、http://gikai.city.kuwana.lg.jp/です。 

ぜひご覧下さい。 

                                 以上 


